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信用貨幣と統制 巾谷 質(1)

19t世紀以前の英閥海上保険 谷山新良 (19)

後入先出法の展開と原理論よりの手間在 日 11 貞 雄一 (10)

英闘に1;ぞける石炭業凶有化政策に

闘す海r考察 中 村忠一 (57)

〔昭和二十九年五月〕

京都大手経済苧曾



一
九
世
紀
以
前
の
英
闘
海
上
保
険

谷

h
叫

ー

新
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序

エ
リ
ず
ベ
ス
女
王
の
保
険
法
、
k
p
ロ
〉
丘
ぬ
の
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は
、
た
だ
に
英
国
最
初
心
保
険
法
と
し
て
主
要
な
意
義
を
も
つ
ば
か
り
で
た
く
、
モ
れ
は
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
が
保
険
事
訟

を
外
園
商
人
心
乎
か
ら
草
取
し
た
後
に
制
定
さ
れ
た
法
律
と
し
て
剖
期
的
た
も
の
で
あ
る
。
エ

F
ワ

I
ド
機
悔
王

C
R「
吉
田
)
こ
心

か
た
、
央
図
海
上
保
険
引
受
萄
業
も
、
他
心
商
業
部
門
と
同
じ
〈
、
ひ
と
え
に
外
岡
商
人
、
即
ち
〈
ン
グ
同
盟
商
人
中
イ

F
リ
ヤ
商
人

D
漏
占

F
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

共
園
て
、
は
じ
め
て
、
海
上
保
険
事
業
主
倍
ん
だ
の
は
、

八

Y
ず
の
商
人
遣
で
あ
る
。
ス
テ
ィ

l
ル
ャ

I
F
(
P足
百
仏
)
白
壁
深
く
、

修
誼
院
的
生
活
を
皆
ん
て
い
た
己
白
ハ
ン
ず
商
人
は
、
保
険
事
業
k
b
い
て
も
ま
た
極
端
た
る
秘
密
、
子
義
を
と
っ
て
い
た

ω

た
め
に
、

彼
等
が
い
か
た
る
プ
リ
ン
シ
プ
ル
に
擦
り
、
い
か
た
る
シ
ス
テ
ム
を
以
て
保
険
の
引
受
に
従
ワ
て
い
た
か
は
、
今
日
、
明

b
か
で
な
い
。

し
か
る
に
、

ロ
ン
パ

1
ト
柑
に
住
む
イ
グ
リ
ヤ
商
人
は
、
と
れ
に
反
し
て
、
杢
く
開
放
的
で
あ
づ
た
。
彼
等
は
、
す
で
に
、
ず
ぶ
ニ
ス
・

ピ
サ
。
ア
ロ

1
レ
y

ス
・
ゼ
ノ
ア
及
び
バ
ル
セ
ロ
ナ
て
、
古
く
か

b
商
人
の
聞
に
ゐ
己
な
わ
れ
て
い
た
海
上
保
険
を
英
関
陀
導
入
し
、

一
九
世
泊
以
前
の
英
同
海
上
保
険
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一
九
世
相
以
前
の
英
図
海
上
保
険

経
営
し
、
普
及
さ
官
て
い
情
イ
ギ
リ
ス
の
重
臣
、
殊
に
地
一
世
的
盈
見
に
と
も
な
う
、
十
六
・
七
世
円
相
に
沿
け
る
・
世
界
的
規
模
に
お

け
る
、
商
業
の
爆
致
的
搬
大
は
、
保
険
心
護
遣
を
著
し
く
促
進
し
た

u

冒
険
的
ゼ
あ
り
投
機
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
モ
れ
だ
け
に
安

全
性
が
希
求
さ
れ
、
た
め
に
保
険
が
ま
す
ま
す
必
要
と
な
っ
て
き
た
か

L
て
あ
る
@
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一
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九
六

第
王
坑
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イ
ギ
リ
ス
の
経
済
が
登
濯
す
る
に
つ
れ

τ、
英
図
商
人
の
接
顕
著
し
く
、
つ
れ
て
、
外
園
商
人
白
支
配
に
服
す
る
こ
と
を
屑
し
と
ぜ

ず
、
一
六
世
組
に
は
、
す
で
に
、
経
済
的
樹
立
を
か
ち
取
る
ペ
く
、
屡
九
三
外
商
の
迫
放
を
試
み
た

u
w
・
セ
む
ル
卿
(
出
口
君
巳
EBDOM-)

や

T
-
F
V
Y
ヤ
ム
抑

(
F
P
E
p
g
r
g
)
が
執
っ
た
一
連
の
政
策
は
、
こ
う
し
た
英
闘
経
済
の
意
慾
を
応
笠
に
反
映
し
た
も
白
に

他
な
ら
な
い
。
幾
多
の
迂
飴
油
折
を
経
亡
、
モ
れ
は
遂
に
極
鮪
に
達
し
、
一
五
九
七
年
、

終
的
且
ヲ
決
定
的
措
置
て
あ

7
h。
勿
論
、
こ
う
し
た
措
置
を
と
り
符

τ、
し
か
も
み
ご
と
に
成
果
を
牧
め
る
己
と
が
と
き
た
所
以
は
、

イ
ギ

H
λ
が
、
時
す
で
に
外
商
の
仲
介
援
助
を
必
要
と
し
な
い
政
階
に
達
し
て
お
り
、
英
関
経
済
の
四
国
展
に
と
り
、
モ
れ
は
む
し
ろ
東

ハ
γ
ザ
商
人
追
放
令
と
た
る
。
こ
れ
は
、
最

締
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

u

百
年
前
ゼ
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
企
て
は
、
お
モ

b
く
失
般
に
終
っ
た
に
遣
い
な
い
。

就
巾
、
モ
白
後
牛
仏
お
け
る
、
英
閣
と
ハ
ン
ず
の
封
立
品
抗
白
い
き
さ
つ
を
観
れ
ば
、
こ
の
間
の
事
情
は
白
b
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ

う
φ

そ
れ
は
、
成
長
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
滅
び
つ
つ
あ
る
も
り
、
析
し
き
も
り
と
古
さ
も
の
、
近
代
園
家
と
中
世
都
市
闘
出
家
と
の
中
て

一
六
柱
紀
白
、

あ
っ
た
。
保
険
事
業
に
お
い
て
も
、
事
情
は
全
く
媛
ら
な
い
“
外
図
商
人
の
子
か

b
解
放
さ
れ
て
、
主
間
同
性
を
確
立
し
た
英
図
保
険
業

が
高
々
と
中
外
に
宣
し
た
濁
立
宣
言
己
主
、
貨
に
、
こ
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
保
険
法
で
あ
っ
た

e

け
れ
ど
も
、
己
れ
は
、
た
だ
、
こ
れ
ま
で
外
園
商
人
の
皆
ん
で
い
た
海
上
保
険
事
裁
の
主
楼
が
、
英
闘
商
人
の
千
に
移
っ
た
こ
と
主

意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
"
モ
の
本
質
l
|前
期
的
資
本
の
皆
む
前
期
的
保
険
て
あ
る
と
い
う

l
ー
に
お
い
て
は
、
モ
己
に
何
等
り
竣
化

も
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
原
則
に
沿
い
て
、
そ
の
引
受
方
法
に
お
い
て
、
全
く
ロ

Y
パ
I
ト
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た

u



海
上
保
険
脅
引
受
け
て
い
た
の
は
、
令
匠
(
肉
。
-
P
E
S
-
高
利
貸
・
私
的
銀
行
業
者
・
雨
替
商
・
商
人
等
心
前
期
的
資
本
及
び
一
部
の

一
般
市
民
で
あ
る
。
一
八
世
組
の
中
頃
ま
で
、
保
険
事
業
は
ま
だ
介
離
相
倒
立
し
て
お
ら
ず
、
海
よ
企
業
の
一
部
分
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
@

即
ち
商
人
や
金
融
業
者
が
、
本
業
の
か
た
わ
ら
、
副
業
と
し

τ、
各
自
白
泊
先
h
T
居
酒
屋
・
コ
ー
ヒ
ー
庖
・
取
引
所
等
に

b
H
て
ァ
y

グ
l
ラ
イ
ト
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
に
は
、
貿
易
業
と
海
運
業
が
漸
〈
分
離
し
は
じ
め
て
い
た
が
、
保
険
業
て
も
殆
ん
ど
時

を
同
じ
う
し
て
、
こ
れ
を
主
業
(
是
正

E
目
。
日
)
と
し
て
斡
む
者
が
現
わ
れ
た

4

↑
七
三

O
年
設
立
さ
れ
た
二
つ
の
特
許
保
険
曾
社

(
H
S

ι
B
旨
E
E
R
m
Q
4
2
5
0
p
及
び
回
。
三
宮
己

E
四
O

〉

5
2
0
0
口
0403zg)
の
特
許
赦
が
幸
い
し
、
ま
た
他
方
、
経
済
的
登
達
の
影
響
を

も
う
け
て
、
従
来
の
商
人
保
険
者

(
5
0
5
E
A
S
E
-
)
と
は
力
貼
を
具
、
に
す
る
所
詞
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
グ

l
(
Z
E
2望
号
。
が
問
現
し
た
り

一
八
世
紀
は
、
保
険
業
が
商
業
中
金
融
業
か
ら
分
化
し
瀦
立
す
る
過
程
の
杭
紀
で
あ
っ
た
】

近
代
的
保
険
が
、
海
上
保
険
を
全
面
的
に
-
学
握
し
た
臼
は
、
資
本
制
的
生
産
様
式
が
枇
脅
の
再
生
産
過
程
を
全
機
構
的
に
把
拐
し
た

一
九
位
紀
初
頭
の
こ
と
に
ぞ
く
す
る

u

そ
れ
ま
で
、
英
国
の
保
険
業
は
前
期
的
賓
本
の
日
常
む
と
と
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
首
時
の

保
険
に
は
こ
の
前
期
的
資
木
の
も
ワ
諮
特
性
が
、
直
接
斗
つ
あ
一
ら
わ
に
反
映
さ
れ
て
治
り
、
い
ふ
さ
治
い
、
今
日
の
保
険
と
は
著
し
く
異

っ
た
様
相
令
お
び
て
い
た
。

で
あ
る
凶
削
ち
、

註
初
期
の
突
闘
保
険
詮
容
に
位
、
み
な
、
と
の
伴
険
設
会
拡
『
ロ
ン
パ

1
r
街
で
、
と
て
作
成
さ
れ
や
甲
最
も
唯
貨
な
る
書
面
又
は
、
時
除
謹
歩
』

唱
と
同
じ
設
力
k
信
用
を
も
ワ
、
と
明
記
し
て
お
り
、
ま
》
、
英
国
商
人
位
、
す
べ
て
、
ロ
ン
バ
1

ト
街
に
行
わ
れ
て
い
る
慣
習
に
し
た
が
っ
て
、
引

受
事
業
に
あ
》
っ
て
い
た
。
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E
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R
椎
名
幾
三
郎
認
海
上
保
険
、
時
世
皐
館
、
大
正
十
一
年
五
真
、
及
び
同
開

H
H
4
E
r
h
忠
之
、
ミ
ペ
同
2
5
b
k
F
E
Z尚
F
E
E
S
S
目
。
宅
旧
国
1
U
N

及

び

℃

臼

田

)

ω
こ
の
聞
の
事
情
に
う
い
て
は
、

P
E
s
o
-
L
F
E戸
、
室
内
包
句
、
。
ミ
ミ
ビ
吾
、
;
ぇ
弐

h
S
Eミ
k
g
E
Z、5
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一
丸
世
紀
以
前
の
英
図
海
上
保
険

部
七
十
一
=
雀

ずし
j、

停
五
琵

に
』
計
し
む
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金
匡
と
イ

γ
グ
ブ
ソ
ド
銀
行

グ
ロ
ム
ウ
エ
ル
革
命
の
鼠
ま
ぞ
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
、
本
来
の
意
味
に
ゐ
け
る
図
民
的
銀
行
は
た
か
っ
た

d

金
融
業
は
、
主
に
ユ
グ
ヤ

商
人
キ
イ
グ
リ
ヤ
商
人
の
潤
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
関
T

で
を
は
じ
め
と
す
る
封
法
的
支
航
者
府
は
、
閣
内
に
住
む
こ
れ
ら
外
図
商
人

を
通
じ
、
或
は
波
等
が
波
法
す
る
大
陸
駐
在
の
財
務
官
を
遁
じ
て
、
直
接
間
援
に
外
闘
の
銀
行
L

仁
結
び
つ
い
て
い
た
。

ロ
Y

ド
ン
然
内
K
あ
る
池
幣
臆
ク
開
制
い
、
内
外
商
人
が
依
頼

保
管
中
の
四
高
ポ

Y
F
の
財
貨
を
波
牧
し
た
。

ζ

れ
は
商
人
達
に
大
き
な
術
型
社
川
県
え
、
悶
古
川
、
彼
等
は
政
府
を
信
用
吐
ず
、
そ
の
財

貨
を
金
匠
に
頂
け
る
上
う
に
な
る
。
一
六
七
六
年
に
叫
版
さ
れ
た
た
M
3
帝
人
ぷ
J
N
T旬
、
¥
誌
、
売
問

h
Q
L
N号
、
ヘ
同
町
、
h
k
b
当
記
b
h

ミ

旬
、
潟
、
叩
へ
と
ョ
に
よ
れ
ば
、
ナ
て

rグ
ロ
ム
ウ
T

一
ル
時
代
以
降
、
市
心
商
人
達
は
金
匠
に
金
銀
貸
引
を
一
川
け
て
沿
り
、
と
れ
に
削
到
し
て
金

匠
の
護
行
ず
る
預
り
詮
は
、

R

問
。
戸
岳
日
戸
内
}
民
国
。
吉
之
の
名
の
も
と
に
、
仏
川
も
貨
幣
の
如
〈
乎
か
ら
千
に
流
通
し
て
い
た
。
金
匠
干
高
利

貸
達
は
、
ま
た
、
租
抽
畑
中
地
代
・
貢
約
物
等
主
権
保
と
し
で
、

E
侯
貴
族
中
小
生
産
者
屑

r、
貨
幣
を
貸
付
け
て
高
利
を
食
り
、
圏
家

一
六
回

C
年
、
財
政
的
窮
地
に
陪
勺
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
は
、
突
如
、

財
政
或
は
封
建
的
支
回
機
構
を
遁
じ
て
、
剰
払
院
生
産
物
の
大
部
分
を
吸
い
土
げ
た
ョ
例
え
ば
、

『
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
は
、
ま
た
『
余
匠
』
円
強
行
議
の
先
腕
者
U

に
た
い
L
、
法
外
な
商
判
と
拘
昔
、
二
一
U
%乃
主
主

O
%を
支
掛
わ
ね

ば
な
ら
な
九
日
り
た
。
か
〈
も
有
利
な
取
引
に
上
っ
て
、
金
医
需
は
悶
王
に
ま
ず
ま
ず
多
〈
の
前
貨
を
な
し
、
川
崎
租
杭
収
入
を
先
取
L
、
貨
帥
刊
に
闘
す
る

あ
ら
ゆ
る
議
合
協
訟
を
そ
れ
が
鵠
さ
れ
衣
川
滑
に
橋
保
に
と
刀
、
立
た
、
互
に
前
ワ
て
、
手
形
曲
、
支
抑
拍
潤
書
や
割
符
を
川
崎
入
し
た
り
、
強
保
に
取
っ
た

2
 

り
し
う
る
よ
う
に
な
円
一
た
の
で
あ
ツ
て
、
現
官
に
位
、
い
フ
さ
い
の
岡
家
枚
入
が
根
等
の
手
を
祖
過
し
た
。
』



商
業
が
登
濯
す
る
に
つ
れ
て
、
前
期
的
高
利
貸
資
本
の
賢
カ
と
地
位
な

b
ぴ
に
信
用
は
高
主
り
、
モ
白
双
生
児
た
る
前
期
的
商
業
費

木
と
共
に
、
そ
れ
は
、
古
い
ド
生
産
様
式
に
寄
生
し
て
、
ま
す
ま
す

E
額
の
貨
幣
財
産
主
首
演
す
る

u

常
時
白
保
険
業
も
吉
た
こ
れ

b
前

期
的
資
本
心
皆
む
と
こ
ろ
て
あ
る
。
一
倍
、
前
期
的
責
木
が
支
配
す
る
批
舎
の
利
子
卒
は
、
貨
幣
需
要
者
心
支
的
能
力
を
よ
限
と
す
る
、

法
外
に
高
い
も
り
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
亡
、
一
般
利
子
卒
が
存
布
し
な
か
づ
た
の
は
言
う
ま
て
も
左
い
α

例
え
ば
、
ィ
シ
グ
ラ
ン
ド

銀
行
が
設
立
さ
れ
た
頃
は
、
二
五
%
か
ら
一
二
O
%
の
聞
を
上
下
し
て
い

h
a
保
険
に
沿
い
て
も
事
情
は
全
く
同
様
で
あ
っ
て
、
同
一
白

り
ス
ク
に
つ
い
て
も
、
保
険
料
は
引
受
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
ヲ

h
o

一
七
世
組
は
、

7
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
托
叫
到
し
、
よ
り
遁
切
に
い
え
ば
、
そ
れ
が
よ
づ
て
立
つ
経
済
的
基
盤
た
る
、
前
期
的
資
木

に
劉
L
、
産
業
費
v
不
が
積
極
尚
に
挑
験
し
た
世
紀
て
あ
る
。
才
一
ア
ン
グ
て
は
、
ニ
ハ
一
八
年
の
辛
命
に
失
敗
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
て
は

ピ
ユ

I
M
グ
ン
平
命
に
成
功
し
た
。
世
界
の
支
配
的
図
家

ιし
亡
の
オ
ラ
ン
グ
の
表
級
、
及
び
、
英
関
ト

i
り
同
市
白
衰
退
は
、
い
ず
れ

も
前
期
的
商
業
資
木
心
、
産
品
土
交
木
へ
の
従
属
心
象
徴
て
あ
る
。

Jr業
茨
木
の
限
進
と
と
も
に
、
高
利
貸
資
本

l
l沓
生
熊
様
式
を
自

己
存
立
白
前
提
僚
件
と
し
て
純
村
し
つ
つ
、
こ
れ
に
等
生
し
て
賀
v
不
制
的
牧
奪
を
遂
行
す
る
1
ー
に
反
料
到
す
る
撃
が
高
ま
っ
て
き
た
。

I
-
T
V
イ
ル
ド
(
由
民
同

P
Z
)
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
白
創
立
者

w
，
パ
グ

l
ス
ン

(
4
1
E
H
E
E宮内
E
P
)
2両
利
反
封
が
モ
れ
J

し
あ
台
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
設
立
心
案
が
都
思
表
き
れ
る
干
、
金
融
市
場
主
濁
占
し
、
法
外
の
利
盆
を
一
千
に
牧
め
て
い
た
前
期
的
金
融
業
者
は
、

獄
烈
な
反
針
運
動
を
展
開
し
、
精
力
的
に
妨
害
工
作
を
行
、
h
A
o

け
れ
ど
も
、
己
れ

b
c
抵
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
政
治
的
足
場

を
固
め
終
え
た
産
業
費
木
の
盛
カ
及
び
王
室
心
要
堅
か

b
、
イ
ン
グ
ラ

Y
F
銀
行
は
、

こ
に
、
近
代
的
金
融
機
関
が
、
従
来
の
前
期
的
金
融
訟
に
取
っ
て
代
わ
口
、
図
家
財
政
と
密
着
す
る
に
い
た
る
。
さ
ら
一
に
、
公
債
制
度

一
六
九
四
年
、
還
に
、
そ
の
創
立
を
目
見
た
。
こ

や
設
歩
・
銀
行
葬
白
登
行
・
鴛
替
・
手
形
白
取
引
等
を
遁
じ
て
、
そ
れ
は
ま
た
次
第
に
英
関
経
済
に
漆
透
し
、
こ
れ
を
支
配
す
る
よ
う

一
九
世
相
以
前
の
英
国
海
上
保
除

第
七
十
三
巻

九
7L 

第
五
就



一
九
世
相
以
前
の
英
国
海
上
保
険

第
七
十
三
巻

O 
O 

事
五
世

四

に
な
る

一
七
世
組
後
半
か
ら
、

一
八
世
畑
山
初
頭
に
か
け
て
、
次
第
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
オ
ラ
ン
グ
を
、

ロ
ン
ド
ン
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
を
凌
駕

す
る
。
つ
れ

τ、
英
京
ロ

γ
F
Y
は
商
工
業
・
貿
易
業
・
金
融
業
等
の
世
界
的
中
心
地
と
左
り
、
い
J
J

色
お
い
、
保
険
業
の
焦
新
も
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
を
去
り
、
ド

l
ず
ァ
を
こ
え
て
北
の
か
た
ロ
ン
ド
ン
に
移
る
。

イ
γ
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
ル
イ
一
回
世
と
戦
行
ウ
イ
F
ヤ
ム
一
二
世
に
封
し
、
百
二
十
高
ポ
ン
ド
の
軍
資
金
を
貸
付
け
た

u

そ
の
利
子

は
、
官
に
、
年
十
高
ポ
ン
九
。
と
の
銀
行
の
品
資
者
は
、
政
治
的
に
は
ホ
イ
ツ
グ
系
・
経
済
的
に
は
産
業
資
本
家
て
あ
る
。
こ
う
し
て
、

こ
こ
に
王
室
ハ
岡
容
と
イ
Y
グ一
y
Y
F
銀
行
ハ
近
代
的
金
融
機

8
2聞
に
密
度
な
る
つ
な
が
り
が
出
来
あ
が
り
、
た
め
に
、
金
匠
・
高

利
貨
安
本
等
の
前
期
的
金
融
説
者
は
、
こ
白
利
潤
多
吉
沃
土
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
イ
Y
Z
7
Y
F
銀
行
が
、

民
及
び
商
人
に
劃
し
て
も
、
低
利
融
資
を
開
始
す
る
に
及
び
、
高
利
貸
資
本
の
活
動
φ
野
は
盆
々
狭
阻
と
な
っ
て
き
た
ω

己
れ
は
全
く

致
命
的
打
撃
で
あ
っ
た
の
で
、
『
す
べ
て
の
金
匠
阜
、
質
屋
は
憤
怒
の
叫
び
穫
を
あ
げ
た
バ
ハ
マ
コ

ν
1
、
英
図
史
可
憤
怒
の
叫
び
竪
を

あ
げ
つ
つ
、
彼
等
が
試
み
た
反
撃
は
悉
く
失
敗
に
絞
る
。
宜
伸
業
費
本
が
す
で
に
政
治
酌
勝
利
を
牧
め
、
資
本
制
酌
生
宜
伸
様
式
が
誼
粛
々
前

進
し
つ
つ
あ
づ
た
営
時
の
英
図
に
沿
い
て
は
、
か
か
る
時
代
逆
行
的
試
み
は
所
詮
、
亡
び
つ
つ
あ
る
、
も
の
の
伊
告
一
抵
杭
に
す
ぎ
た
か
っ

あ
ま
つ
吉
え
、

般

た
》
荷
担
口
止
の
省
一
初
に
た
め
た
幾
多
の
諾
困
難
に
も
か
か
わ
ら
一
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
攻
一
第
に
そ
白
地
A
d
t
岡
め
、
や
L

お
く
れ
て

誕
生
し
た

C
六
九
五
年
U

ス
コ

y

ト
ラ
ン

F
銀
行
と
と
も
に
、
還
に
英
闘
経
済
中
極
的
分
野
を
掌
握
す
る
に
い
た
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
直
ち
に
高
利
貸
資
本
の
消
滅
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い

ω

む
し
ろ
モ
れ
は
、
資
ー
不
制
的
生
産
様
式
民
新
障
と

し
め
ら
れ
つ
ヘ
後
進
的
部
門
、
停
滞
的
部
門
に
お
い
て
|
|
近
代
的
金
融
業
が
瞥
ま
ず
、
ま
た
タ
ッ
チ
し
得
ぬ
領
岐
に
沿
い
て

牛
残
し
活
躍
す
る
。
最
も
有
利
た
投
資
市
場
主
失
っ
た
高
利
貸
資
本
・
貨
幣
取
扱
費
本
は
、
商
業
資
本
と
と
も
に
、
そ
の
本
業
を
替
み
つ



っ
、
他
方
、
、
近
代
的
金
融
機
関
が
摘
み
捜
し
た
領
域
弁
る
、
保
険
引
受
事
業
に
も
従
事
し
て
利
殖
し
て
h
た。

一
七
・
八
世
紀
の
英
圏

海
よ
保
険
が
、
す
ぐ
れ

τ、
前
期
的
色
彩
を
帯
び
る
所
以
J
l

あ
る
。

一七一一

O
年
に
は
、
か
の
二
大
特
許
保
険
倉
一
批
の
設
立
を
み
介
が
、
こ
れ
は
設
立
者
の
意
園
註
び
に
コ
ー
ヒ
ー
居
を
根
城
と
す
る
個

人
保
険
業
者
(
勺
寸
5
R
E
F
ヨ
ロ
百
)
の
懸
念
F
一
は
全
〈
単
に
、
他
の
保
険
合
計
の
設
立
ち
禁
止
し
て
い
る
件
の
特
許
欣
は
、
皮
肉
に
も
、

前
期
的
資
本
を
操
る
と
れ
あ
の
桐
人
保
険
業
者
を
保
護
育
成
す
る
結
果
と
た
っ

F
一
。
一
八
一

O
年
、
議
曾
特
別
委
員
曾
の
席
上
、
ロ
イ
ヅ

代
表
陀
し
て
下
院
議
員
た
る
]
由

4
r
z己
司
王
の
詮
言
に
よ
れ
ば
、
二
大
保
険
曾
舵
の
営
業
笠
績
は
甚
だ
低
〈
、
ロ
イ
ヅ
に
撮
る
個

人
保
険
業
者
円
千
五
百
人
U

の
そ
れ
に
比
べ

τ、
言
う
に
足
り
ぬ
少
額
て
あ
り
、
し
か
も
モ
れ
は
、
所
謂

J
o
m己
員

g
gョ
の
み
を
か

ぎ
づ
て
引
受
け
、

R
g
g
a
E
U
さ
は
敬
遠
し
て
い
わ
。

一
九
世
紀
の
一
初
頭
に
い
た
る
ま
て
、
英
図
海
土
保
険
事
業
は
、
主
に
前
期
的
安
本
が
掌
ど
る
前
期
的
保
険
で
あ
っ
た
。
決
に
我
々
は
、

保
険
者
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

ωこ
。
宮
司
E
H
a
r
h
N
K
5
A
T
b
h
b立
弐
同
屯
吉
見
ピ
且
8
2
0
F
司
N
E

・

山
平
〉
・
巴

E
唱
吉
ロ
冨
E
ロ
お
♂
荒
田
、
近
津
両
氏
謹
担
行
の
躍
且
、
ク
セ
ジ
ュ
丈
庫

h
v
'
H
2

州
凶

F
F
E
P
P
N
F子
司

出

資

本

論

長

谷

部

丈

雄

理

青

木

菩

盾

博

三

部

第

四

珊

4
6
Y
E

句
望
。

ω
『

F
B
p
n
F
岳
民
「
宅
・
回
目
1

舟

ω
回
目
。
出
回
・
同
喧
耳
切
也
、
民
江
、
、
、
弐
守
忌
h
h
k
F
=
2冶
h
n
F。E
o
p
H
E
。
句
E

m
-
-
P
E島
、
荘
、
M

宅
問
。
i寸

ω水
戸

P
E
E回
EHP

同

2
P
1
3、h
A

1

p
川崎

b
忌

E
Lむ
号
、
号
、
ミ
書
記

2
2
5号
、
芯
句
、
速
三
門
戸
包
Z
E唱
岡

田

E
M
p
b
p

*
〉
E

ロ

冨

EE2Lwhklh切
HV可

HC品

H
E

阿

川

同

出

回

吾

P
崎
、
民
担
問
者
団
叫
由
∞

一
九
世
相
以
前
の
英
国
海
上
保
険

時
七
十
三
巻

O 

第
五
斑

五



一
九
位
向
以
前
の
実
閣
海
k
保
険

第
七
十
三
巻

。

第
五
叡

ームノ、

2 

商
人
保
険
者
(
民
日
午
P
E
E吉
見
ユ

前
期
的
資
本
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、

い
』
白
て
あ
っ

τ、
商
品
が
ど
ん
な
生
産
様
式
ざ
生
産
さ
れ
た
か
は
問
わ
た
い
。
そ
こ
で
は
、
資
本
制
的
生
産
様
式
が
、
社
舎
の
再
生

産
過
程
を
全
機
構
的
に
把
握
し
亡
、
活
ら
ず
、
流
通
と
生
産
と
が
相
互
に
介
雌
L
樹
立
し
自
立
し
て
い
る
@
己
白
色
附
加
が
濃
厚
で
あ
れ
ば

「
商
人
資
本
白
白
立
的
後
展
は
資
本
制
的
生
産
む
護
展
度
に
逆
比
例
す
る
」
か
ら

『
単
純
た
商
品
N
H
及
び
貨
幣
流
遁
に
必
要
な
る
諸
僚
件
以
外
に
は
何
等
白
保
件
も
必
要
て
な

あ
る
ほ
ど
、
前
期
的
資
本
は
優
勢
で
あ
る
@
査
し
、

で
あ
る

前
期
的
商
人
資
木
と
高
利
貸
資
本
と
は
双
生
児
兄
弟
で
あ
る

d

商
人
資
本
は
流
通
の
一
間
栂
に
あ
る
生
産
物
を
交
換
す
る
ζ

と
に
よ
っ

亡
、
己
れ
を
流
通
に
士
吉
込
町
小
、
生
産
物
心
商
品
化
を
促
進
し
、
商
品
経
済
・
貨
幣
経
済
白
抜
大
深
佑
を
も
た

b
す
@
即
ち
生
産
さ
れ

た
商
品
の
運
動
が
商
業
を
形
成
滋
展
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
モ
白
逆
で
あ
る
。
商
業
の
一
後
遺
は
、
そ
れ
が
媒
介
す
る
両
極
た
る
生
産
者

を
ま
す
ま

F
貨
幣
経
済
の
押
悼
み
に
引
き
こ
今
、
外
延
的
に
も
内
包
的
に
も
次
第
に
市
場
を
慣
大
し
、
以
て
閣
内
市
場
の
形
成
確
立
に
進

む
。
ま
た
一
方
、
近
代
国
家
の
出
向
叫
に
よ
コ
て
、
及
び
、
地
代
・
租
税
・
責
納
物
等
の
金
納
化
に
作
い
、
封
建
的
支
配
者
居
な
ら
び
に

小
生
産
者
の
側
に
あ
っ
て
は
、
貨
幣
の
常
時
的
飲
乏
欣
態
が
生
ず
る
。

ζ

白
傾
向
は
、
商
品
形
態
が
生
産
物
の
一
般
的
形
恕
で
あ
る
己

F
L
ζ

に
高
利
貸
安
本
の
存
在
理
由
が
あ
り
、
高
利
村
出
の
可
能
性
が
鏑
た
わ
る
。

と
が
少
け
れ
ば
少
い
ほ
ど
、

ま
す
ま
す
著
し
い
。

高
利
貸
資
本
は
、
こ
れ
ら
の
貨
幣
需
要
者
に
劉
し
、
貨
幣
を
貸
付
け
て
は
高
利
士
食
る

u

貸
付
け

b
れ
た
こ
の
貨
幣
は
、
商
人
安
本
の

活
動
範
園
を
直
接
的
に
摘
大

L
深
化
す
る
a

商
品
経
済
・
貨
幣
経
済
の
登
慈
は
、
高
利
貸
賛
本
に
市
場
を
提
供
す
る
。

克
に
再
び
、

雨
者
は
か
く
因
と
な
り
呆
と
な
り
、

相
侍
り
相
伴
い
つ
つ
、

機
能
し
、

前
進
し
、

相
互
依
存
・
相
互
促
進
の
関
係
主
保
ち
つ
つ
進



む形
式
は
の

l
l巧
|
|
口
、
(
の
十
h
v
C
)

て
あ
る
。

の
み
な

b
ず
、
商
人
資
本
と
商
利
貸
資
本
は
直
接
民
間
一
の
個
別
資
本
に
結
合
さ
れ
る
必
然
性
を
も
づ
凶
前
期
的
商
人
資
木
の
循
環

そ
れ
は
産
業
資
本

P
1
l巧

]

V

e

E

巧、

l
l
q
の
如
く
生
産
過
程
を
そ
D

中
に
含
ん
で
い
な
い
匂
流
逼
過
程
の
諸
々
心
極
は
流
通
過
程
に
到
し
、
ま
た
、
流
遇
池
程
は
こ
れ
ら
白
雨
極
に
潤
し
て
自
立
し
た
ま
ま

て
あ
か

u

し
た
が
っ
こ
、
産
業
資
本
と
は
共

b
、
商
業
資
木
の
法
動
は
、
不
認
統
的
且
つ
不
規
則
的
で
あ
る
ω

あ
ま
つ
さ
え
、
交
通
園

運
輸
園
通
信
機
関
及
び
信
用
制
度
の
未
登
建
、
及
び
、
天
候
・
府
礁
a

湖
出
・
海
流
中
治
湾
設
備
の
不
備
等
に
よ
る
白
然
的
危
険
、
吏

に
ま
た
、
戦
争
・
海
賊
・
遅
刻
。
閥
沿
・
掠
奪
・
差
押
等
白
一
位
命
的
危
険
に
災
さ
れ
亡
、
己
の
傾
向
は
一
一
府
拍
車
を
か
け
ら
れ
、
た
め

に
、
商
取
引
は
岱
底
的
・
間
以
的
・
投
機
的
・
偶
然
的
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
今
の
灼
さ
位
系
的
商
取
引
は
行
わ
れ
な
い
。

商
人
資
本
の
運
動
は
わ

l
l巧
ー
ー
の
、
(
の

+hvC)
ぞ
あ
る
が
、
商
人
資
本
は
の
を
の

+
b
c
k増
殖

T
る
己
と
が
そ
の
自
主

的
目
的
で
あ
っ
て
、
購
買

(
γ
l
l巧
及
び
、
販
安
巧

1
l
c
は
一
般
的
社
合
的
形
態
亡
の
宮
山
一
増
殖
を
志
向
し
亡
行
わ
れ
る
手
段

に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
『
受
換
債
値
の
自
立
的
形
態
た
る
貨
幣
が
日
登
鮪
て
あ
り
、
交
陥
択
償
保
白
増
殖
が
自
立
的
目
的
て
あ
る
。
」

が
っ
て
、
「
生
産
諸
部
面
白
枇
曾
的
組
織

ω
如
何
を
間
わ
ず
、
モ
の
商
品
一
究
換
を
媒
介
す
る
商
人
の
財
産
は
つ
ね
に
貸
幣
財
産
と
し

τ

賢
存
』
し
、
安
定
せ
ん
と
す
る
宍
性
を
も
っ
。
ゆ
え
に
、
尚
人
資
本
心
運
動
が
中
断
す
れ
ば
、
そ
の
た
び
ご
と
に
、
貨
幣
が
商
人
の
手

許
に
抗
澱
す
る
こ
と
に
た
る
。
こ
の
貨
幣
は
、
勿
論
、
死
蔵
さ
れ
る
り
で
は
な
く
、
資
本
が
本
副
作
も
つ
増
殖
街
到
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は

運
動
し
、
投
資
さ
れ
ね
ば
な
ら
抑

ω

他
方
、
封
建
的
支
配
者
な
b
び
に
小
生
産
者
貯
の
側
に
あ
っ
一

τは
、
貨
幣
が
常
時
的
に
依
之
し
て

L 
7こ

れ
る

hyoq
そ
こ
で
、
洗
澱
貨
幣
は
、
こ
れ
ら
貨
幣
紋
乏
者
に
釘
し
、
彼
等
の
支
槻
能
力
及
び
抵
抗
力
主
限
度
と
す
る
高
利
を
以
一
て
貸
出
さ

王
侯
貴
族
が
強
制
的
借
款
を
わ
う
こ
と
も
珍
b
し
く
な
か
っ
か
。
し
か
も
、
己
れ

b
の
品
利
貸
付
に
よ
る
債
務
は
、
し
ば
し
ば

一
九
世
相
以
前
の
英
閤
海
上
保
険

第
七
十
三
巻

O 

第
五
競

七



一
九
世
紀
以
前
の
英
閤
海
上
保
険

現
物
形
態
を
以

τ支
捕
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
販
費
し
、
貨
幣
化
す
る
た
め
に
は
商
業
に
頼
ら
ね
ば
友
ら
な
い
。
己
己
に
商

と
が
一
個
別
資
本
の
中
に
一
関
と
し
て
結
び
つ
く
必
然
性
が
生
ず
る

ω

ま

第
七
ナ
一
ニ
巻

一一
一
O
四

第
五
庇

i¥ 

人
資
本
と
高
利
貸
資
本
〔
循
環
霊
山
は
の
!
日
、
(
口
十
巴
)
〕

た
事
質
に
b
い
て
結
合
し
て
い
た
》
例
え
ば
、
同
口
開
問
員
家
、

J
4
0
Zユ
訳
、
国
2
Z
H
S
o
案
、
出
話
国
家
、

H
E
7
0『
家
、

zaE家、

3
2
5
家
が
そ
う
て
あ
り
、
ま
た
我
邦
の
三
井
家
、
鴻
池
家
、
島
井
家
等
が
モ
う
で
あ
る
@

こ
う
し
て
、
商
人
は
同
時
に
高
利
貸
て
あ
り
、
高
利
貸
は
ま
た
商
人
で
あ
っ
た
G

(

重
駄
が
い
づ
れ
に
島
る
か
は
、
も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
資

在
家
に
よ
っ
て
具
る
J

己
れ
ら
商
人
金
融
業
者
が
、
保
険
引
受
事
業
陀
も
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
断
わ
る
ま
で
も
在
い
。
保
険
は

そ
の
技
術
的
仕
紘
に
於
て
、
賭
博
と
一
一
服
相
遁
ず
る
も
白
ゆ
か
あ
り
、
詐
欺
に
利
用
さ
れ
る
可
棺
性
も
大
き
h
。
そ
れ
が
も
っ
射
倖
性
は
、

前
期
的
資
本
が
木
来
的
に
も
つ
賭
博
性
・
投
機
性
・
詐
欺
性
と
も
よ
く
マ
ッ
チ
し
、
し
か
も
、
フ
ロ

l
カ

I
B
Z
2
)
を
仲
介
と
す
る

共
同
保
険
に
よ
る
、
小
額
白
蛍
座
的
・
任
意
的
引
受
の
仕
組
を
取
っ
た
た
め
に
、
ま
た
、
投
資
謝
晶
虫
色
乏
し
い
営
時
の
事
情
に
も
影
響

せ
ら
れ
、
商
入
金
融
業
者
逮
が
準
ん
て
引
受
に
あ
た
っ
た
白
て
あ
る

ま
だ
、
専
門
化
乃
至
特
化
し
て
い
な
い
。

き
旨
)
し
て
い
た
の
で
あ
る

J

だ
か
ら
商
人
保
険
者
官
民
岳

E
t
P
E
R
H
E吾
首
H
E骨
Z
E
R
)
と
よ
ば
れ
た
。

保
険
引
受
業
は
、

商
人
金
融
業
者
が
、
本
業
の
か
た
わ
ら
、
ア
ン
一
グ
l
ラ
イ
ト

(
Z
E
R

保
険
を
専
業
と
す
る

百
凸
申
書
呂
田
は
一
八
位
紀
白
中
葉
に
い
た
る
ま
で
存
在
し
た
か
っ
た
“
保
険
業
は
モ
れ
ま
て
、
専
門
的
職
業
て
は
た
く
、
海
上
企
業

の
一
分
校
で
あ
担
、
商
人
・
高
利
貸
・
金
匠
・
両
替
商
等
は
い
う
ま
で
も
左
く
、
舶
長
・
上
乗
人
・
舶
員
等
が
、
さ
ら
に
海
上
企
業
に

雇
わ
れ
て
い
る
書
記
蓮
干
其
の
他
一
般
市
民
に
い
た
る
ま
ゼ
、
小
額
を
か
ぎ
っ
て
、
引
受
に
署
名
し
て
い
た
の
ゼ
あ
る
。

一
八
世
紀
初
頭
、
貿
易
業
と
海
運
業
の
台
化
の
脱
に
次
い
で
、
保
険
事
業
が
海
上
企
業
主
担
分
離
す
る
徴
候
が
現
わ
れ
わ
。
雨
者
は
、

と
の
世
紀
に
相
携
え
て
、
漸
次
的
分
化
の
過
程
を
辿
っ
て
い
く

一七一一

O
年
頃
は
『
漏
立
し
た
職
業
と
し
て
の
保
険
事
業
は
、
を
く



新
し
何
事
業

(
E
H
E
5
4告
。
ロ
)
ゼ
あ
っ
た
。
以
前
は
、
用
心
深
い
、
斯
業
に
一
通
暁
し
た
商
人
達
自
身
(
斗
白
血
S
F
n
B
u
n
-
5
)
が
唯
一
の
保

険
者

(
F
o
g
H可

E
E
E
E
)
で
あ
っ
た
。
」
(
特
許
保
険
官
批
設
立
に
闘
し
工
、
一
七
一
一
O
年
、
検
事
綿
長
が
議
舎
に
提
出
し
た
報
告
書
。
旨
言
E可

c
g
m
E
F
回
。
古
川
斤
⑦
岡
田
R
O
V

見
出
口
¥
巴
)

商
人
保
険
者
ば
そ
の
事
務
室
や
ロ
イ
ヤ
ル
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
チ

(HE豆
F
O
F
E聞
の
)
更
に
、
居
酒
屋
二
六
世
記
)
コ
ー
ヒ
ー
厄
三
七
・

八
芦
組
)
キ
ク
ラ
ブ
(
一
八
世
紀
)
て
署
名
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
今
日
の
如
く
、
保
険
者
と
被
保
険
者
が
は
っ
き
り
と
人
格
的
に
も
、
賛

本
的
に
も
分
離
し
濁
立
し

τい
た
の
で
は
な
く
、
開
者
は
一
人
格
臼
中
に
、
一
個
別
費
本
の
中
に
結
合
し
て
い
た
。
商
人
酔
自
己
の
船

舶
'
貨
物
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
て
あ
る
が
、
他
人
白
危
険
に
就
い
亡
は
保
険
者
と
し
て
機
能
す
る
。
例
え
ば
、
『
冨
民
の
の
自
己
は

或
公
判
に
は
保
険
者
と
し
て
出
廷
し
、
他
の
公
判
に
は
被
保
険
者
と
し
て
現
わ
れ
た
。
」
己
の
頃
の
保
険
者
は
、
「
一
言
葉
の
近
代
的
意

味
に
於
け
る
島
市
山
恥
ん
で
あ
っ
た
@
」
し
か
も
モ
れ
は
『
相
互
保
険
て
は
た
か
っ

h
。
」
即
ち
商
人
が
被
保
険
者
て
あ
る
と
応
体
に
保

険
者
で
あ
っ
た

d

と
の
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
己
と
で
あ
る

Q

こ
の
様
相
は
、
前
期
的
資
本
が
支
配
的
で
あ
れ
ば
あ
る
程
吉
す
ま

『
7
ン
ダ
l
ラ
イ
グ
ー
は
彼
等
自
身
ま
た
商
人
で
あ
っ
て
、
或
る
時
は
、
商
業
陀
物
事
す
る
同
僚
達
か
ら
、
そ
の
舶

舶
や
貨
物
を
保
険
し
て
も
b
う
の
で
あ
る
。
』

す
濃
厚
ゼ
あ
る
@

一
定
の
金
額
を
引
受
け
る
商
人
達
か
ら
み
れ
ば
、

の
介
捲
及
び
危
険
分
散
の
方
法
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
て
あ
ふ
。
』
こ
れ
は
、
か
む
中
サ
に
お
け
る

船
舶
共
有
組
合
の
仕
組
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
ゼ
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
倫
理
的
な
相
互
扶
助
で
は
左
い
。
利
潤

そ
し
て
そ
れ
は
、

『
保
険
は
商
業
ト
一

の
冒
険

(
E
2
E
E
O
E
4
E
Z円

。
)

が
そ
の
自
立
的
判
的
で
あ
っ
て
、
相
互
扶
助
的
形
態
は
、

t
白
目
的
を
貫
斑
す
る
た
め
↑
に
、
羽
せ
ず
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な

い
円
。
航
海
が
困
難
で
あ
り
、
船
舶
や
貨
物
が
危
険
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
毛
れ
だ
け
ま
す
ま
す
安
杢
性
が
要
求
さ
れ
、
モ
の
結
果
、
と

う
し
た
シ
ス
テ
ム
が
閏

b
出
来
上
が
つ
戸
た
の
で
あ
る

一
九
世
相
以
前
の
英
国
海
よ
保
険

事
七
十
三
省

。
王

第
五
時

ブL



一
九
世
組
以
前
の
英
国
海
上
保
険

第
七
十
三
巻

。
大

第
五
鵠

O 

専
門
的
濁
立
的
保
険
業
者
が
尼

b
ず
、
商
人
が
同
時
に
保
険
業
者
で
あ
っ
た
例
は
史
貨
に
之
し
く
な
い
ロ
例
え
ば
、
英
園
て
一
詐
古

い
保
険
詮
努

(
M
E
E
r
-
-
5
h
民
自
骨
回
I

〈。

--F
可
ピ
ハ
凶
〈
同
)
で
は
、
ず
ム
一
一
ス
の
防
庁
『
∞

B
F
旨
E
P
J
E
一
一
人
の
突
商
人
が
引

受
け
て
い
る
が
、
そ
の
一
人
が

F
H
巧
白
U
E
V向日可出
Z
P

話、、
R
W
J
b出
向
。
ロ
肯
己
吉
田
m
Z
E
-
-
F円
件

当

g
q
P
4
0
唱。ロロ白羽三

白
岩
し
て
い
ふ

u

ま
た
す
宮
出
E
H戸
丘
は
商
人
で
あ
っ
た
が
、
十
五
年
以
ょ
、
被
保
険
者
と
し
て
及
び
保
険
者

?
o
F
自
E
E邑
自
白

毘
凶
器
円
)
と
し
て
舶
舶
の
保
険
に
関
係
し
て
い
た
。
彼

ω諮
言
に
よ
れ
ば
、
ロ

Y
F
r
に
は
『
船
舶
や
貨
物
心
引
受
を
ね
う
令
名
高
き

人
々
が
約
一

0
0
人
い
た
ゆ
欧
洲
の
各
地
か

b
、
多
く
の
人
々
が
、
保
険
を
か
け
る
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
に
集
ヲ
て
似
た
が
、
私
は
し
ば

し
ば
ζ

れ
主
園
部
人
の
保
険
和

uh--;・
引
受
け
と

3
3
2
4
2
5
2
5
5
2
u
u三
国
道
)
。
己
れ
は
一
六
九

O
年

の
己
と
で
あ
る
。
更
に
、

Mcru
の同盟
}
M
5
3
4
5
2
u
g
口
同
官
官
一
括
の
弟
か
と
思
わ
れ
る
)
は
呉
服
商
品
市
保
険
尚
人
て
あ
ワ
た
が
、

白
川
、
巴
戸
読
に
就
い
て
二
五
ポ
ン

F
の
引
受
に
持
名
し
て
い
か
。

と

一
五
孟
九

ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル

l
ソ
ー
を
告
さ
、

「
放
行
記
』
を
物
し
た
グ
一
一

は
ま
た
保
険
に
就
い
℃
も
貴
重
左
記
録
を
残
し
て
い
る
白
一
六
九
三
年
、
英
園

の
ス
ミ
ル
ナ
防
隊
が
H
t
J
尚一O
凶
滋
て
提
督
ト

l
ル
ザ
イ
ル
の
率
い
る
併
海
軍

rよ
っ
て
、
或
は
撃
沈
さ
れ
、
或
は
捕
獲
吉
れ
、
一
一
制
れ
藍

エ
ル
・
一
ア
フ
庁

(
口
百
庄
町
民
S
H
g
c
u
1ロ
臼
)

た
め
に
商
人
保
険
者
建

(
B
O
R
E
E
E骨
2
ロE
a
)

は
致
命
的
打
撃
を
蒙
白
、
多
く
の
破
産
者
が
出
た
。
ヂ
ア
オ

ー
に
よ
れ
ば
、
『
信
じ
ら
れ
ぬ
く
ら
い
円
無
数
の
船
舶
が
」
沈
め
ら
れ
た
。
『
モ
の
損
害
は
、
主
に
王
関
心
貿
易
業
界
(
片
岡
島
ロ
四
百
互
に

降
り
注
い
だ

4

モ
山
中
て
も
一
尚
人
達
の
よ

K
、
そ
し
て
更
に
、
商
人
遠
山
中
て
も
保
険
者
と
し
て
最
も
卓
越
し
た
人
々
白
頭
上
に
降
り

の
大
損
一
帯
を
受
け
た
。

か
か
っ
た
』

ωて
、
己
の
商
人
保
険
者
を
救
済
す
べ
く
一
六
九
=
一
年
十
二
月
九
日
、
商
人
保
険
法

F
o
Z日
仏
ME】

円

H
E
5
0
E
盟
国
が
下

院
に
提
出
さ
れ
た

d

こ
り
法
案
に
バ
、
損
害
を
う
け
て
破
産
に
岬
附
し
た
商
人
保
険
者
の
名
が
謹
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
名
列
の
中
に

デ
フ
オ

l
u
名
も
追
記
さ
れ
て
い
ふ
@

絞
は
肉
屋
に
生
ま
れ
、

コ
ー
ン
ヒ
ル

(FEz--
保
険
業
の
中
心
ロ
シ
バ
1
ト
符
に
託
い
)
て
メ
リ



九

ρ

ヤ
ス
商
を
皆
川
小
、
煉
瓦
屋
を
聞
き
、
ま
た
貿
易
業
(
針
λ

ペ
イ

ν
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
〕
に
も
従
事
し
て
い
わ

Q

商
人
デ
ア
オ
ー
も
ま
た
こ
の

ス
ミ
ル
ナ
船
隊
心
保
険
者
で
あ
っ
た
り
で
あ
る
。
序
な
が
ら
、
こ
り
法
案
は
下
院
を
通
過
し
て
上
院
に
詮
ら
れ
た
が
、
否
決
さ
れ
、
た
め

に
、
多
く
の
商
人
保
険
者
が
破
産
し
た
。
ニ
ュ
!
日
ケ
l
ト

(zzm告
ロ
y
ド
ン
の
刑
務
所
)
、
コ
一
回
、
+
ラ
シ
蜜
=
一
回
ー
破
産
二
回
と
い
わ

M
/

白
伯
、
多
〈
の
例
が
あ
る
。

れ

る

伎

の

刑

歴

の

う

ち

一

づ

は

こ

の

時

の

刑

罰

か

も

し

れ

な

い

。

ロ

イ

ず

の

創

立

者

、

]

与

口

」

-pg

kra2mHOE
が
一
八
一

O
年
の
議
舎
一
校
言
に
、
『
ア
メ
リ
カ
の
リ
ス
ク
仕
ア
メ
り
刀
人
に
』
提
示
す
る
芳
が
よ
い
ロ
『
ア
メ
リ
カ
の
h
リ

ス
ク
を
ボ
ル
チ
ッ
グ
商
人
(
P

国
岳
民

E
E
H首
同
)
に
提
示
し
て
も
数
呆
は
あ
が
ら
な
い
』
と
越
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
b
か
で
あ
ろ
う
@

ま
た
、
の
め
。
、
印
7σ
弘代】
O
ロ
は
商
人
で
あ
っ
た
が
、
ト
三
年
間
ロ
イ
ヅ
に
出
入
す
る
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
グ
ー
で
あ
っ
た
。

さ
れ
ば
こ
そ
、

H
J
E
g
出
包
E
(百
戸
!
日
目
白
)
の
筆
に
な
る
か
の

Z
H
ザ
ベ
ス
女
王
保
険
法
が
、
前
文
に
「
保
険
業
は
、
太
古
以
来
、
内
外
の
商
人

蓬
の
悶
に
行
わ
れ
て
h
た
慣
習
で
あ
っ
て
・
円
句
、
目
。
。
E
t
E可
氏
。

5

5品
。

P
E
E
R
m
R
E
R
n
r
s
s
u
r
c
F
。
ご
7
5
5
F日目。

自
白
。
内
向
。
向
日
目
ロ
O
R
w
a。白
mw
・
・
』
と
う
た
う
所
以
て
あ
る
@

ロ
ン
ド
〆
の
保
険
市
場
て
、
保
険
の
引
受
に
従
っ
て
い
た
む
は
、
園
内
の
こ
れ

b
前
期
的
商
人
保
険
者
の
み
ゼ
は
な
い
。
外
図
商
人

に
し

τ、
或
は
直
暴
自
ら
、
或
は
代
理
商
を
し
て
間
接
に
、
危
険
の
引
受
に
営
る
者
も
い
た
。
ー
・

I
・
ァ
ン
ガ

1
7
手
グ
イ
ン
の
前

記
詮
言
は
そ
れ
を
一
示
す
。

の
み
な
ら
ず
、

一
般
市
民
、
即
ち
小
銭
を
蓄
積
し
た
船
長
・
船
員
・
畳
間
記
建
及
び
老
人
・
寡
婦
蓮
が
、
投
資

劉
品
識
が
乏
し
く
、
預
金
制
度
も
な
い
ま
ま
に
、
ま
た
投
機
的
・
賭
博
的
興
味
も
手
停
っ
て
、
小
額
の
ラ
イ
ン
を
引
受
け
て
い
た
こ
と
も

亦
、
議
舎
に
沿
け
る
誇
百
よ
り
朗
ら
か
で
あ
る

ω

出件。巧

D
Fコ
弓
ぇ
-
。
一
口
八
日
。
ロ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ン
パ
ト
街
に
来
り
脅
し
て
情
報
交
換
士
行
加
、

の
引
受
・
支
霊
仙
の
寅
貝
を
行
っ
て
い
加
。
後
に
は
問
。
可
乞
史
号
告
が
こ
れ
に
充
て
ら
れ
る
ω

世
紀
が
進
む
に
つ
れ
て
、
保
険

商
人
達
は
一
日
三
回
、

+* 
除

一
九
世
相
以
前
の
英
悶
海
上
保
険

第
七
十
三
盆

O 
士二

静
五
控
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世田四)

司
・
冨
μ
ユF
L
P弘
、
旬
日
目

戸
冨
官

E
p
m
w
E
・]
V
H
4一回・

国
河
川
々
岡

H
E
L
P子
【
》
日
旧
日

出

回

3
B
2
・
st「
℃

白

日

。。

3 

冒

険

貸

イ背

(
目
。
昇
。
目
弓
)

資
本
制
的
生
産
様
式
が
支
配
す
る
以
Jd

聞
の
時
代
に
、
高
利
貸
釜
本
が
賀
存
す
る
一
つ
の
特
徴
的
形
態
に
冒
険
貸
借
一
(
出
量

5
4・
F白

E
R
2
)
が
あ
る
ロ

冒
険
貸
借
と
は
、
断
海
の
開
舶
に
先
立
っ
て
、
多
〈
の
場
合
、
貿
易
業
者
で
あ
る
と
同
時
に
海
運
業
容
で
も
あ
る
商
人
(
乗
船
主
戒
断

註

長
)
が
、
般
舶
干
貸
物
を
捧
保
と
し

τ、
一
定
の
金
額
を
借

P
入
れ
、
競
設
や
貨
物
の
買
付
・
積
荷
を
ナ
る
u

船
舶
或
は
貨
物
が
無
葛

に
目
的
地
に
到
着
す
れ
ば
、
借
手
は
元
金
及
び
殺
め
'
約
定
吉
れ
た
附
加
率
日
判
子
車
十
危
険
ぎ
を
以
て
、
一
冗
利
合
計
相
揃
え
返
積
す
る
。

し
か
る
陀
蒋
し
、
船
舶
・
貨
物
が
途
中
謹
難
し
、
滅
失
し
た
る
と
き
は
、
債
務
者
(
貿
易
業
者
)
は
、
利
子
は
い
う
ま
て
も
在
く
、
件
の

一
冗
金
き
え
も
返
済
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。

こ
う
い
う
僚
件
附
の
消
費
貸
借
て
あ
る
。

船
舶
を
捲
保
と
す
る
も
白
を
出
E
E
E弓
(
狭

義
U

と
い
い
、
貨
物
を
捲
保
と
す
る
も
の
を
間
宮
市
。
昆

E
E
と
い
う
。

冒
険
貸
借
は
、
見
ら
れ
る
遁
り
、
古
く
か

b
在
し
て
い
た

ロ
l
F
海
法
に
は
、
す
で
に
、
こ
れ
に
関
す
る
規
定
が
あ
ふ

ノ、

ゼ

「
金
主
の
興
え
る
信
用
が
な
け
れ
ば
、
如
何
な
る
船
舶
も
ナ
ウ
ク
レ
ロ
ス
(
自
ら
船
舶

を
所
有
し
運
航
す
る
貿
易
尚
人
)
も
エ
ム
ポ
ロ
ス
ハ
貿
易
商
人
)
も
商
業
航
海
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
て
あ
っ
た
』
の
で
、
ギ
リ
シ
ャ
の
商

フ
レ
ア
ク
(
同
吾
首
ロ
自
国
P

明。
Z
E
r
)
に
よ
れ
ば
、

一
丸
世
組
以
前
の
英
図
海
上
保
険

第
七
十
三
巻

三

O
九

第
五
艶



一
九
世
組
以
前
の
英
閤
海
上
梓
除

第
七
十
三
省

。
第
主
境

四

人
達
は
専
ら
冒
険
貸
借
に
上
っ
て
、
資
金
を
調
達
し
て
い
た

d

ギ
H
シ
ヤ
心

「
エ
ム
ポ
ロ
イ
に
関
す
る
一
切
の
立
法
は
、
悉
く
冒
険
貸
借
業
を
保
護

F
る

た
め
の
正
法
』
で
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ

h
u

今
日
目
保
険
料
は
前
梯
制
を
取
り
、
保
険
金
は
保
険
事
故
が
後
生
し
た
後

に
支
抑
わ
れ
る
@
し
た
が
っ
亡
、
事
故
が
登
生
し
て
、
保
険
金
を
受
領
し
た

者
も
、
す
で
に
若
干
の
保
険
料
を
梯
込
ん
で
い
る

Q

し
か
る
に
、
冒
険
貸
借

に
お
い
E
は
、
保
険
金
に
相
嘗
す
る
金
額
が
、
す
て
に
、
航
海
に
先
立
っ
て

支
捕
わ
れ
て
お
り
、
他
方
、
保
険
料
に
相
賞
す
る
超
過
分
は
、
事
故
が
強
生

し
な
か
っ
た
こ
と
が
確
定
し
た
後
に
、
し
か
も
災
蹴
を
逃
れ
た
者
自
み
が
支

挽
う
】
起
過
部
分
は
、
通
常
心
利
子
に
保
険
料
が
プ
ラ
ス
さ
れ
た
も
の
ご
あ

(C. F. Trenury P.4) 

る
叫
己
白
保
険
料
の
中
に
は
、
擢
災
者
白
保
険
料
に
相
嘗
す
る
分
も
含
ま
れ

て
い
る

冒
険
貸
借
は
す
ぐ
れ
て
投
機
的
貸
借
て
あ
る
叫
利
子
卒
は
き
わ
め
て
高
い

a

高
利
貸
付
は
い
う
ま
て
も
な
く
高
利
で
あ
る
が
、
冒
険
貸
借
は
更
に
こ
れ
に

危
険
料
が
加
わ
っ

τ、
法
外
に
高
い
利
率
と
な
る

d

借
手
の
支
持
能
力
目
与

が
そ
の
限
度
で
あ
る

と
し
て
そ
り
支
梯
能
力
は
、
彼
が
地
域
問
中
債
格
差

を
利
し
て
抽
出
す
る
一
譲
渡
利
潤
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
て
は
一
ニ



〉

六
M
P

門
司
直
常
の
利
子
市
平
は
一
(
U
何日

t
↓
入
%
)
て
あ
っ
か
。

一
般
の
利
子
は
六
ゲ
バ
に
制
限
さ
れ
た
が
、
官
険
貸
借
(
司
G
E
E
Z
E
R
E
E
)

R
l
y
て
は
、

にス
はチ
モ=
のア
""己〉〆

殊帝
円て Q 
iξZ 
か E
ん占L
古J

与の
一〉

っ口。〆

員富
率年
をの
認法
め令
た.)て

ま
た
マ
ル
セ
イ
ユ
を
根
擦
地
と
し
て
、
東
邦
貿
易
事
業
に
従
っ
て
い
た
7
す
グ
ス
プ
ル
ク
の
商
人
昌
巳
n
F
E
Z高
島
r与
は
メ
ミ
ン
ゲ

の
商
人
口
言
己
巴
且
民
同
匹
。
内
白
か
ら
約
ご

O
固
に
わ
た
り
冒
険
貸
借
b

正
し
て
い
る
が
、
モ
の
利
子
卒
は
ご
六
ガ
か
ら
三
ニ
ガ
心
開
を
上

下
し
て
あ
り
、
平
均
三

O
%て
あ
ワ

b
o

冒
険
貸
借
は
詐
欺
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
大
き
く
、
ま
た
事
賞
、
こ
れ
に
闘
す
る
詐
欺
事
件
が
瀕
々
は
起
こ
っ
た
臼
こ
れ
も
ま
た
前

期
的
資
本
が
本
来
身
に
つ
一
け
る
性
格
の
反
映
で
あ
る
。
超
過
貸
借
を
行
い
、
約
史
的
貨
物
を
積
ま
ず
、
山
士
債
物
を
積
込
ん
で
欺
繭
L
、

或
は
孟
復
冒
険
貸
借
を
行
っ
た
上
、
舶
舶
を
故
意
に
抗
泣
・
坐
礁
さ
せ
、
或
は
放
火
す
る
の
で
あ
る
@
海
務
院
書
記
ベ
ピ
ス

(
F
E
E

F
唱凶

H
g
u
l弓
白
山
)
に
よ
れ
ば
、
或
帥
防
長
は
船
舶
・
貨
物
合
せ
て
五

0
0ポ
ン
ド
の
(
保
険
)
償
額
に
制
到
し
、
二
回
心
豆
復
且
つ
超
過
冒

険
貸
借
と
、
保
険
に
よ
り
、
三

O
O
O封
度
D
契
約
を
行
っ
た
上
、
詐
欺
を
企
て
、
船
舶
を
計
聾
的
に
フ
ラ
ン
ス
海
岸
に
欄
坐
さ
せ
た
闘

し
か
も
パ
グ
ー
を
積
む
と
哨
相
し
て
獣
脂
を
積
何
げ
て
い
た
。
(
口
H
P
4
-
u
o
同

C4E-Hロ
2
5
0叫
)
。
こ
う
し
た
犯
罪
を
防
止
す
ベ
〈
、
古

来
幾
多
目
立
法
的
情
置
が
棒
苛
ら
れ
て
い
る
。
古
く
ア
テ
ネ
白
『
市
場
法
』
が
そ
う
で
あ
い
、
ま
た
リ
ュ

l
ペ
ァ
ク
僚
例
(
何
日
訪
日
。
同

ド
区
宮
島
)
の
第
六
章
は
「
冒
険
貸
借
に
開
削
す
る
詐
欺
行
免
が
、
連
日
の
如
く
惹
起
し
て
い
る
』
の
で
、
巌
重
な
る
取
締
規
定
・
罰
則
を
設

け
、
金
額
@
貸
借
方
法
等
に
制
限
を
加
え
、
違
反
者
は
、
財
産
波
牧
・
投
獄
さ
ら
に
悪
質
た
る
者
は
死
刑
に
さ
え
庭
し
た
引
ギ
リ
V
ヤ

の
寸
市
場
決
」
に
も
死
刑
の
規
定
が
お
る
。

冒
険
貸
借
に
は
、
資
金
調
惑
と
危
険
蒋
嫁
心
機
能
が
あ
る
。
時
代
を
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
前
者
の
色
彩
が
濃
く
、
世
紀
が
進
む
に
つ
れ

て
後
J

者
心
機
能
が
担
く
現
わ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
は
、
貿
易
商
人
達
は
、
全
く
無
資
本
て
あ
っ
一
た
の
で
「
金
主
の
興
え
る
信
用
が

一
九
札
組
以
前
の
央
闘
海
上
保
険

第
七
十
三
谷

品

F
E
鵠

王



一
九
世
紀
以
前
の
英
国
海
上
保
険

第
七
十
三
谷

一
第
五
班

ムノ、

な
け
れ
ば
:
商
業
航
海
を
行
う
こ
と
は
不
司
能
て
め
っ
た
。
」

融
資
を
受
け
て
、
貿
易
に
従
事
し
亡
い
た
u

経
済
が
登
達
す
る
に
つ
れ
亡
冒
険
貸
借
も
嬰
質
?
る
。
即
ち
、
貿
易
業
者
の
手
許

K
は
次

第
に
、
貨
幣
財
産
が
蓄
積
さ
れ
、
商
人
は
自
己
斉
金
金
N
H
て
事
業
を
肱
甘
み
縛
る
よ
う
に
在
る
。
他
方
、
金
融
業
者
白
側
に
あ
フ

τも、

そ
こ
で
資
力
の
乏
し
い
ナ
ウ
ク
V

R

ス
達
は
、
金
融
業
者
逮
か
ら

貿
易
業
者
の
度
重
な
る
債
務
不
履
行
・
詐
欺
・
晴
活
に
は
ほ
と
ほ
と
懲
り

τ、
資
金
の
融
資
は
行
わ
ず
に
、
た
だ
、
保
険
料
を
取
得
し

て
危
険
を
引
受
け
る
仕
組
を
叡
迎
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
と
に
沿
い
て
か
、
冒
険
貸
借
白
内
部
に
抽
出
裂
が
生
じ
、
資
金
融
資
の
機
能
が

放
棄
さ
れ
る
。
保
険
貸
借
、
己
れ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
契
約
の
官
事
者
が
冒
険
貸
借
契
約
主
取
結
ぶ
と
同
時
に
、
債
権
・
債
務
を
逆
さ
に
し
て
消
費
貸
借
を
締
結
す
る
り
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
契
約
時
作
、
金
銭
の
授
受
は
行
わ
れ
な
hv
。
航
海
が
失
敗
す
れ
ば
、
冒
険
貸
借
契
約
が
消
滅
し
、
消
費
貸
借
契
約
?
+

が
残
る
。
こ
己
に
、
約
定
の
一
金
額
が
は
じ
め
て
、
現
究
に
、
消
費
貸
借
の
債
務
者
ハ
金
融
業
者
)
か
ら
債
権
者
ハ
貿
易
業
者
〉
に
支
姉
わ

れ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
一
か
に
保
険
金
的
性
格
と
形
態
を
も
っ
。
航
海
が
無
事
息
災
促
成
功
す
れ
ば
、
冒
険
貸
借
の
利
子
(
大
)
と
消
費

貸
借
の
利
子
〔
小
〕
の
差
額
が
、
金
、
主
に
支
排
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
後
梯
の
保
険
料
で
あ
る
。
保
険
貸
錨
は
中
世
日
利
子
禁
子
法
と
も

相
絡
ん
て
、
更
に
仮
想
出
品
買
契
約
に
前
進
す
る
。
保
険
者
A
は
海
上
企
業
者
甲
よ
り
そ

ω航
海
前
広
船
舶
貨
物
を
買
取
る
契
約
を
す
る
。

但
し
、
契
約
の
数
果
は
、
防
舶
積
荷
が
抗
日
以
・
滅
失
し
た
る
と
き
の
み
現
わ
れ
、
A
は
甲
に
濁
し
て
約
定
の
金
額
を
支
捌
う
。
航
海
が
無

事
に
終
れ
ば
、
契
約
は
自
然
解
消
と
た
る
。
契
約
に
際
し
て
は
、
官
初
に
於
て
手
附
金
が
甲
か

b
A
に
支
捕
わ
れ
る
.
保
険
料
前
梯
に

質
的
醇
化
宣
遂
げ
た
わ
け
で
あ
る
》
新
う
た
れ
ば
、
も
は
や
出

E
a
g
q
の
痕
跡
は
な
く
、
主
れ
は
む
し
ろ
近
代
的
保
険
の
臭
が
強
い

g

こ
れ
を
、
し
た
が
っ
て
、
准
保
険

(AE出

5
5百
E)
と
h
ぅ
。
ま
た

H
J
O
E吉
田

H
E
耳
目
2
と
も
よ
ん
だ
ら
し
い

こ
の
】
M
H
O
-

E
E
H
V
F
E
Eロ
2
は
ピ
+
ぞ
は
一
四

O
O年
頃
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
ゼ
は
一
四
一
一
一
五
年
以
前
民
あ
ら
わ
れ
た
。

モ
し
て
、

ロ
ン
ド
ン
・
ピ



冒険貸借か !J{:弘保険への形態ll(J'ji華民

(佐渡尻卒著保院早諦架右長閣 p，18) 

唯保険

一→蛮民(船舶、積荷を封象止して〕

ー→手数料(前抑〕

ーー→貫主(金融業者〕

←→賢主(貿易業者〕

シ金銭円f受託

(限上靴の蝕したときにかぎり盟頁〉
代愈の文抑といコ:![}でおこなわれるa

一→元利の返済

(フ己剤師団主いうことは行われない" ) 
制問削占有fが安会に目的地へ到着したと
きもイIN~文抑われなU 園

官取貸借

貸借〔船舶、積荷を播保として〕

利息(後掛〕

貸主(金融業者).. 

借主(貿易業者〕

金銭の投受-

f貸借契約成立ι同時に¥
¥且"う出航l叫に ノ

元利の返済!

(岩田自土献花会事会問的地 ) 
に剖右しれ£さにのみ千三tうa

者
て
あ
る
a

E

出
♀

E
E
H
1唱
殺
る
用
語
は
、

一
九
世
相
以
前
の
実
闘
海
上
保
険

ιγ

間
の
一
プ
レ
ミ
寸
ム
は
、
天
候
・
季
節
・
祉
曾
的
危
険
に
陪
じ
て
、

一
五
%
で
あ
っ
た
。

一
ご
ガ
か
ら

J

己
う
し

τ、
官
険
貸
借
は
、
保
険
に
質
的
縛
佑
を
遂
げ
た
。
世
組
が
進
む
と
共

陀
、
保
険
は
ま
ナ
ま
す
愛
達
し
て
く
る
匂
冒
険
貸
借
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
に
反
比
例
し
て
、
冒
険
貸
借
は
漸
女
衰
退
の
道
を
辿
る

a

け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
一
朝
一
夕
に
し
て
消
波
す
る
も
の
て
は
な
い
ロ
保
険
と
併
存
し
て
、
一
六

世
紀
か

b
一
八
世
組
を
貫
主
、
さ
ら
に
一
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
、
商
人
心
問
に
、

殊
に
資
金
調
達
に
不
便
一
在
地
て
は
、
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
と
と
は
、
例
え
ば
、
冒
険
貸
借
を
認
め
て
い
る
、

一
八
一
一
年
の
ロ
イ
ヅ
訓
令

(
F
O
E
z
n
a
H
E
E
E
H
O
P
E
E
0
1
4
m
h〉
四
日
門
ゃ
い
ま
た
、
一
八
一
一
四
年
六
月
三
回
目

白
特
許
駿
止
法
、
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る

G

笑
閣
の
最
初
心
冒
険
貸
借
は
、
現
存
す
る
記
録
に
闘
す
る
か
ぎ
り
ゼ
は
、

五

ゴ
一
六
年
白
も
心
で
あ
る
が
、
こ
白
頃
は
、
震
替
由
役
割
を
も
果
し
て
い
た
よ
う
て

あ
る
。
ス
ペ
イ
y
て
、
代
理
屈
か
ら
般
舶
・
貸
物
に
つ
い
て
冒
険
貸
借
を
行
い

ロ
ン
ド
ン
ゼ
返
済
す
る
、
或
は
そ
の
逆
を
行
え
ば
、
現
質
的
に
は
得
替
の
機
能
を

果
し
て
い
る
か
ら

J

て
あ
ふ
。
契
約
の
双
方
と
も
に
、
例
の
商
人
乃
至
商
人
金
融
業

一
五
九
三
年
、
海
事
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
同
EMdnZ♀
宮
〈
∞
与

g
p同
事
件
に
お
い

第
七
十
三
巻

第
五
競

七



一
九
世
相
以
前
の
梨
凶
海
上
保
険

て
は
じ
め
て
見
ら
れ
目
的
。
航
海
む
困
難
・
信
用
制
度
心
不
備
・
保
険
制
度
心
未
登
達
、
ま
た
無
資
力
な
る
海
上
企
業
者
の
資
金
調
達
等

一
六
・
七
世
相
に
は
可
成
り
1
1
1支
問
的
に
で
は
な
い
に
し
て
も
1
普
及
し
て
い
た
も
山
と
思
え
る
。

明
七
十
一
二
巻

四

第
五
世

J又

々
の
事
情
か
ら
、

「
回
。
司
巴

HUHF-Eho
の
事
務
所
て
:
-
-
冒
険
貸
借
に
よ
る
貸
付
を
行
う
」
旨
白
神
7
0
2司
自
由
E
弓
紙
(
F
M
Oト

E
守
口

H
E
O
)
の
、
及
び

其
後
数
度
に
わ
た
る
演
告
、
既
辿
心
ベ
ピ
ス
心
町
一
品

3
5
4・
害
r
Z
2
H
G
m
u
)
、
さ

b
に
Y
ヰ
グ
ス
ビ

7
白
テ
ム
ベ
ス
ド
干
同
時
代
白

出
自

]
O
E自
の
言
及
に
よ
っ
て
も
、
思
い
円
半
ば
に
す
ぎ
る
も
の
一
が
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
株
式
に
よ
る
資
金
調
達
の
方
法
が
登
達
普
及
し
、
通
信
・
交
通
・
還
脈
・
信
用
機
関
が
高
度
に
稜
蓮
完
備
し
℃
い
る
ん
7

日
に
あ
っ
て
は
、
モ
レ
て
何
主
り
も
先
ず
、
産
業
資
本
が
決
定
的
に
経
済

ω全
機
構
を
掌
提
し
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
官

除
貸
借
は
そ
の
存
在
の
基
盤
を
も
た
在
い
-
僅
か
に
、
俳
・
濁
り
法
棒
に
痕
跡
を
留
め
る
り
み
て
、
今
日
て
は
、
杢
く
行
わ
れ
て
い
な

一
劃
一
の
保
険
闘
係
に
立
つ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
次
に
被
定
さ
れ
て
い
る
共
同
保
険
と
は
、
形

態
に
於
て
も
木
質
に
於
て
も
全
く
異
る
。
し
か
し
た
が
ら
、
い
ず
れ
も
、
契
約
白
雨
営
事
者
が
前
期
的
商
人
高
利
貸
資
本
家
て
あ
る
と

い
ろ
鮪
に
於
て
は
、
前
期
的
友
も
の
で
あ
る
と
い
う
賄
に
冶
い
て
は
、
会
く
繁
b
た
い
。

冒
険
貸
借
は
、
り
っ
た
れ
ば
、

司
、
.

程

4

内
閣
の
地
銀
は
冒
険
貸
借
L
」
酷
似
す
る
が
、
乙
れ
は
全
然
知
携
保
で
あ
る
。

経
済
且
研
空
、
第
四
十
九
八
焼
昭
八
、
一
四
頁
U

ω
4宅
再
ロ
仏
0

0

・円、加工
R
q
弐
邑

2
号

F
s
r
p
勺

目

。

ω
】
固
い
お

F
S
F
原
、
市
川
課
都
有
国
家
と
終
群
、
創
一
一
Z
枇
、
昭
一
八
、
右
目

l
H由
}
司
旧
日
戸

ω
『

同

〈

冨

2
0
F
E
F
P
量、
R
3民
何

回

q
h
S
4
H
b
E
F
司
お

川
刷
出
出
一
白
目
下

h
Eミ
j
F
o
z
o
p
℃

G4

ど

-

一

(
柴
諸
大
郎
、
弛
盟
と
は
何
、
海
上
貸
付
か
、
コ
メ
ン
グ
投
資
か
、
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